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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　同一の対象物を複数のカメラで追跡する追跡システムであって、
　第１の映像を撮像する第１のカメラと、
　前記第１のカメラと視差のある画角で撮影される第２の映像を撮像する第２のカメラと
、
　処理部とを備え、
　前記処理部は、
　前記第１のカメラで撮像された前記第１の映像上で前記対象物を追跡する第１の追跡処
理と、
　前記第２のカメラで撮像された前記第２の映像上で前記対象物を追跡する第２の追跡処
理と、
　前記第１のカメラ及び前記第２のカメラのそれぞれによって撮像された特定のフレーム
の画像に映る前記対象物の位置に基づいて、前記特定のフレームを撮像した時刻より後に
一方のカメラによって撮像された映像上で前記対象物を追跡する追跡処理を制御する制御
処理とを実行する
　ことを特徴とする追跡システム。
【請求項２】
　さらに、前記処理部は、前記第１の追跡処理及び前記第２の追跡処理から得られた前記
対象物の位置に基づいて、一方の追跡処理を制御し、前記対象物の探索範囲を設定する制
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御処理を実行する
　請求項１記載の追跡システム。
【請求項３】
　第１のカメラで撮像された第１の映像上で対象物を追跡する第１の追跡処理と、
　前記第１のカメラと視差のある画角で撮像する第２のカメラで撮像された第２の映像上
で前記対象物を追跡する第２の追跡処理と、
　前記第１のカメラ及び前記第２のカメラのそれぞれによって撮像された特定のフレーム
の画像に映る前記対象物の位置に基づいて、前記特定のフレームを撮像した時刻より後に
一方のカメラによって撮像された映像上で前記対象物を追跡する追跡処理を制御する制御
処理とを実行する
　ことを特徴とする追跡方法。
【請求項４】
　さらに、前記制御処理で、前記第１の追跡処理及び前記第２の追跡処理から得られた前
記対象物の位置に基づいて、一方の追跡処理を制御し、前記対象物の探索範囲を設定する
　請求項３記載の追跡方法。
【請求項５】
　コンピュータに、
　第１のカメラで撮像された第１の映像上で対象物を追跡する第１の追跡処理、
　前記第１のカメラと視差のある画角で撮像する第２のカメラで撮像された第２の映像上
で前記対象物を追跡する第２の追跡処理、および、
　前記第１のカメラ及び前記第２のカメラのそれぞれによって撮像された特定のフレーム
の画像に映る前記対象物の位置に基づいて、前記特定のフレームを撮像した時刻より後に
一方のカメラによって撮像された映像上で前記対象物を追跡する追跡処理を制御する制御
処理
　を実行させるための追跡プログラム。
【請求項６】
　コンピュータに、
　さらに、前記制御処理で、前記第１の追跡処理及び前記第２の追跡処理から得られた前
記対象物の位置に基づいて、一方の追跡処理を制御させ、前記対象物の探索範囲を設定さ
せる
　請求項５記載の追跡プログラム。
【請求項７】
　同一の対象物を複数のカメラで追跡する追跡システムであって、
　第１の映像を撮像する第１のカメラと、
　前記第１のカメラと視差のある画角で撮影される第２の映像を撮像する第２のカメラと
、
　処理部とを備え、
　前記処理部は、
　前記第１のカメラで撮像された前記第１の映像上で前記対象物を追跡する第１の追跡処
理と、
　前記第２のカメラで撮像された前記第２の映像上で前記対象物を追跡する第２の追跡処
理と、
　前記第１の追跡処理及び前記第２の追跡処理から得られた前記対象物の位置に基づいて
、一方の追跡処理を制御し、前記対象物の探索範囲を設定する制御処理とを実行する
　ことを特徴とする追跡システム。
【請求項８】
　第１のカメラで撮像された第１の映像上で対象物を追跡する第１の追跡処理と、
　前記第１のカメラと視差のある画角で撮像する第２のカメラで撮像された第２の映像上
で前記対象物を追跡する第２の追跡処理と、
　前記第１の追跡処理及び前記第２の追跡処理から得られた前記対象物の位置に基づいて
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、一方の追跡処理を制御し、前記対象物の探索範囲を設定する制御処理とを実行する
　ことを特徴とする追跡方法。
【請求項９】
　コンピュータに、
　第１のカメラで撮像された第１の映像上で対象物を追跡する第１の追跡処理、
　前記第１のカメラと視差のある画角で撮像する第２のカメラで撮像された第２の映像上
で前記対象物を追跡する第２の追跡処理、および、
　前記第１の追跡処理及び前記第２の追跡処理から得られた前記対象物の位置に基づいて
、一方の追跡処理を制御し、前記対象物の探索範囲を設定する制御処理
　を実行させるための追跡プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、同一の対象物を複数のカメラで追跡する追跡システム、追跡方法および追跡
プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　入力された画像列または映像において、その画像中の任意の物体をユーザが指定したと
きに、その物体を追跡する方法が各種提案されている。
【０００３】
　特許文献１には動画像から運動物体を検出する運動物体検出装置が記載されている。特
許文献１に記載された装置は、現時刻および過去の画像フレーム中の運動物体のオプティ
カルフローを用いて偽のオプティカルフローを除去する。
【０００４】
　また、複数のカメラを用いて対象物を追跡する方法も知られている。特許文献２には、
複数のカメラを連携させて、移動体を追跡監視する監視システムが記載されている。特許
文献２に記載された監視システムは、複数の監視カメラが相互間で追跡対象の特徴情報を
受け渡し、その特徴情報を用いて各監視カメラが追跡対象を追跡する。
【０００５】
　特許文献３には、可視光画像を処理して対象エリアに進入したオブジェクトの検出や追
跡等を行う画像処理装置が記載されている。特許文献３に記載された画像処理装置には、
可視光カメラおよび遠赤外線カメラが接続され、両カメラは、略同じアングルで、且つ略
同じ撮像倍率でオブジェクトの検出を行う対象エリアを撮像する。また、特許文献３に記
載された画像処理装置は、オブジェクトの検出に適さない可視光画像の画像領域があった
場合、遠赤外線背景画像を用いて、遠赤外線背景差分画像を生成し、撮像されているオブ
ジェクトを検出する。
【０００６】
　なお、特許文献４には、目標物を高速で検出する目標検出装置が記載されている。特許
文献４に記載された目標検出装置は、レンズを介して入力される遠赤外線像と近赤外線像
とをそれぞれ検出する検知器を備えている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許第３８１０６５７号公報
【特許文献２】特開２００３－３２４７２０号公報
【特許文献３】特開２０１４－１５７４５２号公報
【特許文献４】特開平６－１７４８２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
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　特許文献１に記載された装置のように単カメラを用いて対象物を追跡する場合、カメラ
の特性によっては、適切に追跡できない環境も存在する。例えば、可視単カメラを用いて
追跡する場合、対象物の色が追跡に有効な特徴と言える。しかし、追跡する環境が、暗闇
など、色の差異が見つけにくい環境の場合、可視単カメラを用いて対象物を追跡すること
は困難である。また、例えば、遠赤外線単カメラを用いて追跡する場合、昼夜を問わず温
度によって特徴が得られる一方、他の同温物体が存在していた場合、対象物の追跡は困難
である。
【０００９】
　また、特許文献２に記載された監視システムは、ある監視カメラ装置が追跡目標を見失
うと、抽出された特徴情報を他の監視カメラ装置に伝送し、他の監視カメラ装置が、伝送
された特徴情報に一致した場合に映像の伝送を開始する。しかし、各監視カメラ装置が撮
影する位置や画角は通常異なるため、他の監視カメラ装置から受信した特徴情報をその後
の追跡に精度よく利用できるとは言い難い。　
【００１０】
　一方、特許文献３に記載された画像処理装置のように、複数のカメラを用いて対象物を
追跡することにより、追跡の信頼性を向上させることは可能である。しかし、複数カメラ
をステレオ視のように同時に用いて追跡する際には、画角の違いや、視差による見えのズ
レの問題が存在する。理想的には、画角が同じであれば、カメラ間で対象物の位置が変わ
らないため、非常に簡単に処理が可能である。しかし、カメラセンサの大きさや焦点距離
、レンズ歪み等の微妙な差異によって画角は異なってしまうため、複数のカメラを用いる
ことによる画角の違いをなくすことは困難である。
【００１１】
　また、同じ品番のカメラを利用するなどして、画角を略同じに合わせたとしても、複数
のカメラを用いる以上、視差は原理的になくすことができない。視差による見えのズレを
考慮せず、かつ画角は略同じと仮定して画像処理を行うと、仮定に無理があるため、追跡
対象を正確にとらえることができず、追跡精度の低下を招いてしまうという問題がある。
【００１２】
　そこで、本発明は、複数のカメラで同一の対象物を追跡する際の追跡精度を向上させる
ことできる追跡システム、追跡方法および追跡プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明による追跡システムは、同一の対象物を複数のカメラで追跡する追跡システムで
あって、第１の映像を撮像する第１のカメラと、第１のカメラと視差のある画角で撮影さ
れる第２の映像を撮像する第２のカメラと、処理部とを備え、処理部が、第１のカメラで
撮像された第１の映像上で対象物を追跡する第１の追跡処理と、第２のカメラで撮像され
た第２の映像上で対象物を追跡する第２の追跡処理と、第１のカメラ及び第２のカメラの
それぞれによって撮像された特定のフレームの画像に映る対象物の位置に基づいて、特定
のフレームを撮像した時刻より後に一方のカメラによって撮像された映像上で対象物を追
跡する追跡処理を制御する制御処理とを実行することを特徴とする。
【００１４】
　本発明による他の追跡システムは、同一の対象物を複数のカメラで追跡する追跡システ
ムであって、第１の映像を撮像する第１のカメラと、第１のカメラと視差のある画角で撮
影される第２の映像を撮像する第２のカメラと、処理部とを備え、処理部が、第１のカメ
ラで撮像された第１の映像上で対象物を追跡する第１の追跡処理と、第２のカメラで撮像
された第２の映像上で対象物を追跡する第２の追跡処理と、第１の追跡処理及び第２の追
跡処理から得られた対象物の位置に基づいて、一方の追跡処理を制御し、対象物の探索範
囲を設定する制御処理とを実行することを特徴とする。
【００１５】
　本発明による追跡方法は、第１のカメラで撮像された第１の映像上で対象物を追跡する
第１の追跡処理と、第１のカメラと視差のある画角で撮像する第２のカメラで撮像された
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第２の映像上で対象物を追跡する第２の追跡処理と、第１のカメラ及び第２のカメラのそ
れぞれによって撮像された特定のフレームの画像に映る対象物の位置に基づいて、特定の
フレームを撮像した時刻より後に一方のカメラによって撮像された映像上で対象物を追跡
する追跡処理を制御する制御処理とを実行することを特徴とする。また、本発明による他
の追跡方法は、第１のカメラで撮像された第１の映像上で対象物を追跡する第１の追跡処
理と、第１のカメラと視差のある画角で撮像する第２のカメラで撮像された第２の映像上
で対象物を追跡する第２の追跡処理と、第１の追跡処理及び第２の追跡処理から得られた
対象物の位置に基づいて、一方の追跡処理を制御し、対象物の探索範囲を設定する制御処
理とを実行することを特徴とする。
【００１６】
　本発明による追跡プログラムは、コンピュータに、第１のカメラで撮像された第１の映
像上で対象物を追跡する第１の追跡処理、第１のカメラと視差のある画角で撮像する第２
のカメラで撮像された第２の映像上で対象物を追跡する第２の追跡処理、および、第１の
カメラ及び第２のカメラのそれぞれによって撮像された特定のフレームの画像に映る対象
物の位置に基づいて、特定のフレームを撮像した時刻より後に一方のカメラによって撮像
された映像上で対象物を追跡する追跡処理を制御する制御処理を実行させることを特徴と
する。また、本発明による他の追跡プログラムは、コンピュータに、第１のカメラで撮像
された第１の映像上で対象物を追跡する第１の追跡処理、第１のカメラと視差のある画角
で撮像する第２のカメラで撮像された第２の映像上で対象物を追跡する第２の追跡処理、
および、第１の追跡処理及び第２の追跡処理から得られた対象物の位置に基づいて、一方
の追跡処理を制御し、対象物の探索範囲を設定する制御処理を実行させることを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、複数のカメラで同一の対象物を追跡する際の追跡精度を向上させるこ
とできる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明による追跡システムの一実施形態を示すブロック図である。
【図２】２つの映像を並べて表示した例を示す説明図である。
【図３】追跡結果を表示した例を示す説明図である。
【図４】追跡システムの動作例を示す説明図である。
【図５】本発明による追跡システムの変形例を示すブロック図である。
【図６】本発明による追跡システムの概要を示すブロック図である。
【図７】本発明による追跡システムの他の概要を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。なお、本発明において対象物とは
、追跡対象である任意の人物または物体を意味する。
【００２０】
　図１は、本発明による追跡システムの一実施形態を示すブロック図である。本実施形態
の追跡システムは、同一の対象物を複数のカメラで追跡するものであり、第１のカメラ１
０と、第２のカメラ２０と、処理部３０と、出力部４０と、記憶部５０とを備えている。
【００２１】
　以下の説明では、追跡システムが２台のカメラ（第１のカメラ１０および第２のカメラ
２０）を備えている場合を例示するが、追跡システムが備えるカメラの数は２台に限定さ
れず、３台以上であってもよい。
【００２２】
　本実施形態では、第１のカメラ１０と第２のカメラ２０とは、同一の対象物を追跡する
ために用いられる。具体的には、一方のカメラが他方のカメラと略同一の画角を範囲とす
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る映像を撮像する。以下の説明では、第１のカメラが撮像する映像を第１の映像と記し、
第２のカメラが撮像する映像を第２の映像と記す。また、第２の映像は、第１の映像と略
同一の画角で撮影される。
【００２３】
　第１のカメラ１０と第２のカメラ２０の位置関係は、例えば、ステレオ視によって対象
物体を追跡できるように設定されてもよい。ここで、位置関係とは、上述するように略同
一の画角で２つの映像が撮影されるように設定されたカメラの位置や向き、倍率のことを
意味する。
【００２４】
　なお、複数のカメラを用いて同一の対象物を追跡するという特性上、原理的に視差をな
くすることはできない。そのため、一方のカメラの画角を基準として、他方の各カメラの
画角（画像範囲や、ある距離での大きさなど）が、ほぼ同じになるように調節される。こ
の設定は、カメラが３台以上になった場合でも同様である。
【００２５】
　各カメラは、相互の位置関係を固定する装置を用いて設定されてもよい。また、相互の
位置関係が変化しなければ、第１のカメラ１０と第２のカメラ２０とは、設置場所が固定
されていなくてもよい。例えば、これらのカメラが同一の移動体に取り付けられて移動し
、初期の状態からの画角が変化してもよい。
【００２６】
　また、各カメラは、追跡開始時に画角内に対象物が存在するように設定される。ただし
、追跡開始時以外、対象物が画角内に存在している必要はない。第１のカメラ１０および
第２のカメラ２０は、撮影した映像を処理部３０に入力する。
【００２７】
　本実施形態で用いられるカメラは、対象物を撮影可能なカメラであれば、その内容は任
意である。具体的には、第１のカメラ１０と、第２のカメラ２０とは、同種のセンサを備
えたカメラで実現されていてもよく、異種のセンサを備えたカメラで実現されていてもよ
い。例えば、第１のカメラが可視光カメラで、第２のカメラが遠赤外線カメラであっても
よい。なお、第１のカメラ１０および第２のカメラ２０の態様は、可視光カメラや遠赤外
線カメラに限られず、例えば、近赤外線カメラなどであってもよい。
【００２８】
　また、第１のカメラ１０と、第２のカメラ２０のフレームレートは、同一であってもよ
く、異なっていてもよい。例えば、第１のカメラ１０が、第２のカメラ２０に比べて低フ
レームレートで高解像度の画像を撮影してもよいし、第２のカメラ２０が、第１のカメラ
１０に比べて高フレームレートで低解像度の画像を撮影してもよい。
【００２９】
　記憶部５０は、後述する処理部３０が、各種処理に用いる情報を記憶する。記憶部５０
は、例えば、磁気ディスク装置などにより実現される。
【００３０】
　出力部４０は、処理部３０に入力された映像を表示する。出力部４０は、例えば、同じ
時刻に撮影された２つの映像を比較できるように並べて表示してもよい。出力部４０は、
例えば、ディスプレイ装置やタッチパネル装置により実現される。図２は、２つの映像を
並べて表示した例を示す説明図である。図２に示す例では、可視光カメラで撮影された映
像が左側に表示され、遠赤外線カメラで撮影された映像が右側に表示されていることを示
す。
【００３１】
　処理部３０は、第１のカメラ１０で撮影された映像（すなわち、第１の映像）と、第２
のカメラ２０で撮影された映像（すなわち、第２の映像）を入力する。処理部３０は、入
力された映像のうち、一方の映像上の対象物の指定をユーザより受け付ける。本実施形態
では、処理部３０は、第１の映像上の対象物の指定を受け付けるものとする。
【００３２】
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　対象物の指定は、第１の映像上の対象物を含む範囲選択により行われる。対象物の指定
方法は任意である。例えば、出力部４０がディスプレイ装置により実現されている場合、
出力部４０に表示された第１の映像に対するポインティングデバイスを用いた範囲選択操
作により対象物が指定されてもよい。また、例えば、出力部４０がタッチパネルにより実
現されている場合、出力部４０に表示された第１の映像に対するユーザの範囲選択操作に
より対象物が指定されてもよい。
【００３３】
　処理部３０は、第１の映像上の対象物が指定されると、その対象物を含む指定範囲を探
索範囲として特定する。以下、この探索範囲を第一の探索範囲と記すこともある。併せて
、処理部３０は、第２の映像上で同一の対象物が存在する範囲を探索範囲として特定する
。以下、この探索範囲を第二の探索範囲と記すこともある。
【００３４】
　ここで、探索範囲とは、対象物の検出処理が行われる領域である。検出処理は、学習さ
れた追跡対象と見えが同じものを探索して検出する処理であるため、探索範囲は、その探
索が行われる画像上の範囲と言うこともできる。なお、探索とは、画像を所定の大きさ（
例えば、５ピクセル×５ピクセルずつ、１０ピクセル×１０ピクセルずつ、など）に区切
った全格子を候補とし、学習された追跡対象と見えが同じものをその候補の中から探して
検出結果とする処理である。
【００３５】
　上述するように、第１の映像と第２の映像との間には視差が存在する。そこで、処理部
３０は、視差（ズレ）を考慮して第二の探索範囲を特定する。処理部３０は、例えば、第
１の画像で指定された矩形の範囲を対象に、指定された時刻の１フレーム前と指定された
時刻のフレームとを比較し、対象物の動きの大きさ及び向きを推定する。処理部３０は、
動きの大きさ及び向きを、例えば、オプティカルフローを用いて推定してもよい。次に、
処理部３０は、第１の画像で指定された矩形と同じ位置の矩形を第２の映像上で特定する
。処理部３０は、特定した第２の映像上の矩形について、第１の画像と同様、指定時の１
フレーム前と指定時のフレームとを比較し、対象物の動きの大きさ及び向きを推定する。
そして、処理部３０は、推定した対象物の大きさ及び向きが類似する箇所を、第２の映像
上で指定された対象物が存在する箇所と推定して、第二の探索範囲を特定する。
【００３６】
　このように、一方の映像上の対象物の動きの大きさ及び向きに基づいて他の映像上の探
索範囲を特定するため、両映像間に存在するズレを考慮して対象物を特定できる。また、
対象物を指定していない他方の映像上の対象物を自動的に特定することで、対象物を指定
する手間を軽減できる。すなわち、本実施形態では、ユーザが対象物の指定を１つの映像
上でのみ行えばよく、他の映像上の対象物は自動推定されるため、複数異種カメラを用い
た追跡技術にもかかわらず、入力にかかる手間が単一カメラの場合と比べて増加しないと
言える。以降、処理部３０は、各カメラで撮影された映像から対象物の探索範囲を並行し
て決定し、追跡処理を行う。
【００３７】
　処理部３０は、各探索範囲を特定すると、それぞれの映像ごとに、一定のフレーム間隔
で対象物の信頼度を算出する。この信頼度は、対象物らしさを示す類似度であり、映像ご
とに追跡開始からの追跡情報を基に算出される。ここで、追跡開始からの追跡情報は、追
跡の際に取得された対象物を示す各画像や、その対象物の各位置を示す情報（以下、テン
プレートと記す。）を含む。テンプレートは、映像ごと（撮影するカメラごと）に作成さ
れる。
【００３８】
　処理部３０は、テンプレートと比較したときの見た目の類似度や、移動に応じて推定さ
れる対象物の位置の近さや尤もらしさの度合いに基づいて、対象物の信頼度を算出する。
このとき、処理部３０は、対象物のテンプレートを随時更新しながら、各フレームにおけ
る対象物の信頼度を算出してもよい。また、処理部３０は、探索時に随時取得される画像



(8) JP 6725041 B2 2020.7.15

10

20

30

40

50

や対象物の移動を示す情報に基づいて、対象物のモデル（見えモデル、移動モデル）を学
習し、学習したモデルを用いて対象物の信頼度を算出してもよい。
【００３９】
　なお、処理部３０は、映像ごとに算出される信頼度に基づいて対象物のテンプレートを
更新してもよく、各映像で算出される信頼度を比較した時の相対的な信頼度合い（相対的
信頼度）に基づいて、対象物のテンプレートを更新してもよい。処理部３０は、例えば、
算出した信頼度が他の映像で算出された信頼度よりも低い場合、その画像で特定された対
象物の更新重みを低く（または、０に）してもよい。また、例えば、いずれの信頼度も高
く、相対的信頼度が高くない場合、処理部３０は、この場合も、対象物の更新重みを低く
（または、０に）してもよい。
【００４０】
　なお、各映像上の対象物の追跡処理で取得される情報（具体的には、追跡開始からの追
跡情報）に基づいて対象物の信頼度が算出できる方法であれば、その方法は任意である。
すなわち、信頼度は、追跡対象らしさを示す度合いであって、値が高いほど類似度が高い
と判断可能な式によって算出されればよい。
【００４１】
　次に、処理部３０は、信頼度が高いと判定された一方の追跡処理における対象物の位置
及び大きさを、他方の追跡処理における対象物の探索範囲の設定に反映する。具体的には
、処理部３０は、各映像から算出される信頼度を比較し、同時刻において最も高い信頼度
が算出された映像および対象物を特定する。そして、処理部３０は、最も高い信頼度が算
出された映像以外の他の映像の探索範囲を、特定した対象物の範囲（位置および大きさ）
を示す情報を用いて決定する。すなわち、処理部３０は、最も高い信頼度が算出された対
象物の情報を、他の全ての映像に共有させているとも言える。以後、映像ごとに決定され
た探索範囲で追跡処理が引き続き行われる。
【００４２】
　処理部３０は、算出された信頼度や前フレームの追跡結果に応じて、探索範囲の決定方
法を変化させてもよい。具体的には、処理部３０は、前フレームの追跡結果が存在するか
否か、また、信頼度が高いか低いかによって、探索範囲の決定方法を変更してもよい。例
えば、前フレームの追跡結果が存在しない場合、または、信頼度が低い場合、処理部３０
は、画像全体を探索範囲として追跡対象を探索する。このとき、処理部３０は、各画像全
体の中から、過去の最新の追跡結果で特定された対象物の大きさに近いテンプレートのみ
を用いて対象物を特定してもよい。
【００４３】
　このように、各カメラ映像の探索範囲を絞り、その範囲内で一定以上の信頼度かつ一番
信頼度が高い候補を探索し採用することで、探索時間を短縮しつつ、追跡結果を調整でき
る。なお、処理部３０は、被共有側のカメラ映像において、一定以上の信頼度がない場合
、またはマッチするテンプレートがない場合、共有された追跡情報をそのまま採用しても
よい。
【００４４】
　また、本実施形態では、複数のカメラで相補的に対象物を追跡するため、各カメラで視
差が生じる。この視差を生かし、処理部３０は、カメラから対象物までの深度を用いて探
索範囲を決定してもよい。
【００４５】
　深度を用いて探索範囲を決定する場合、まず初めに、ユーザは、対象物までの距離につ
いて、ある深度範囲ならば、この程度のずれが発生するという知識を、実際にキャリブレ
ーションして事前に算出し、算出結果を記憶部５０に記憶しておく。すなわち、記憶部５
０は、キャリブレーションにより算出された対象までの距離および深度範囲に応じたズレ
（差異）を記憶する。処理部３０は、実際の追跡時に観測したズレに基づいて対象物まで
の深度を算出し、前フレームの画像で算出した深度から、現フレームの画像上の対象物の
移動範囲を推定して探索範囲を特定する。このように探索範囲を狭めることで、画像上の
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一部の範囲のみにテンプレートを適用することが可能になるため、追跡処理の速度を向上
できる。
【００４６】
　他にも、記憶部５０は、深度範囲と探索範囲を対応付けて記憶していてもよい。この場
合、処理部３０は、実際の追跡時に観測したズレに基づいて対象物の深度範囲を算出し、
記憶部５０に記憶された対応関係に基づいて、算出した深度範囲から他の追跡処理に設定
する探索範囲を決定してもよい。
【００４７】
　処理部３０は、探索範囲を決定した後、再度追跡処理（対象物の検出処理）を行うとと
もに、出力部４０に表示された映像上に、例えば、対象物を矩形で囲むなどして、追跡結
果を随時表示してもよい。このような追跡結果を表示することにより、対象物を視覚的に
追跡することが可能になる。
【００４８】
　このとき、処理部３０は、より信頼度の高い映像上の追跡結果を特定の態様で表示して
もよい。処理部３０は、例えば、信頼度の高い映像上の対象物を濃い色の太枠の矩形で囲
むように表示し、信頼度の低い映像上の対象物を薄い色の細枠の矩形で囲む（または囲ま
ず）表示してもよい。
【００４９】
　図３は、追跡結果を表示した例を示す説明図である。図３に示す例では、図２に例示す
る映像に対して追跡処理を行った結果、第１のカメラで撮影された映像よりも第２のカメ
ラで撮影された映像による追跡結果の信頼度が連続して高かったことを示す。このように
することで、どの映像の対象物の追跡結果を利用して追跡処理が行われているかを視覚的
に把握することが可能になる。
【００５０】
　なお、処理部３０は、プログラム（追跡プログラム）に従って動作するコンピュータの
ＣＰＵによって実現される。例えば、プログラムは、記憶部５０に記憶され、ＣＰＵは、
そのプログラムを読み込み、プログラムに従って、処理部３０として動作してもよい。ま
た、処理部３０は、専用のハードウェアで実現されていてもよい。
【００５１】
　次に、本実施形態の追跡システムの動作を説明する。図４は、本実施形態の追跡システ
ムの動作例を示す説明図である。まず、予め、第１のカメラ１０で撮影された映像（すな
わち、第１の映像）と、第２のカメラ２０で撮影された映像（すなわち、第２の映像）と
の間で映像調整が行われる（ステップＳ１１）。具体的には、第１のカメラ１０と第２の
カメラ２０とが略同一の画角を範囲とする映像を撮影できるように、両カメラの調整が行
われる。
【００５２】
　調整後、処理部３０は、ユーザによる第１の映像上の対象物に対する指定を受け付ける
（ステップＳ１２）。処理部３０は、第１の映像上の対象物が指定されると、第１の映像
上の探索範囲（第一の探索範囲）を特定するとともに、第２の映像上の探索範囲（第二の
探索範囲）を特定する（ステップＳ１３）。
【００５３】
　各映像上の探索範囲が特定されると、処理部３０は、それぞれの映像上で対象物を追跡
し（ステップＳ１４，Ｓ１５）、追跡した対象物の信頼度を一定のフレーム間隔で算出す
る（ステップＳ１６，Ｓ１７）。処理部３０は、映像ごとに算出した信頼度を比較し、最
も高い信頼度が算出された映像および対象物を特定する（ステップＳ１８）。
【００５４】
　処理部３０は、特定された一方の追跡処理結果に基づいて、他方の追跡処理を制御する
（ステップＳ１９，Ｓ２０）。具体的には、処理部３０は、追跡結果を調整することによ
り探索範囲を決定し、次フレームの画像に対してステップＳ１４およびステップＳ１５以
降の処理を繰り返す。
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【００５５】
　以上のように、本実施形態では、第１のカメラ１０が第１の映像を撮像し、第２のカメ
ラ２０が第１のカメラと略同一の画角で撮影される第２の映像を撮像する。そして、追跡
システムに備えられた処理部３０が、第１の映像上で対象物を追跡する第１の追跡処理と
、第２の映像上で対象物を追跡する第２の追跡処理を実行する。また、処理部３０は、第
１の追跡処理で得られた対象物の信頼度（第１の信頼度）と、第２の追跡処理で得られた
対象物の信頼度（第２の信頼度）とを算出する信頼度算出処理を実行する。そして、処理
部３０は、第１の信頼度と第２の信頼度とを比較して、信頼度がより高い追跡処理を特定
し、特定された一方の追跡処理結果に基づいて、他方の追跡処理を制御する制御処理を実
行する。よって、複数のカメラで同一の対象物を追跡する際の追跡精度を向上させること
できる。
【００５６】
　また、本実施形態では、ステレオ視に代表される複数カメラを用いた場合の見えのズレ
（視差）を考慮し、追跡結果を共有することにより探索範囲を微調整（補正）しているた
め、より頑健に対象物を追跡できる。
【００５７】
　また、本実施形態では、映像ごとに独立して対象物の信頼度を算出し、信頼度の高い映
像から特定される対象物の追跡情報を他の映像に反映させるため、追跡に用いるカメラの
センサやフレームレートの異同を問わない。そのため、異種のカメラで相補的に対象を追
跡できるため、追跡精度を向上させることが可能になる。言い換えると、本発明では、複
数のカメラの中で一番信頼度の高い追跡情報を基に追跡するため、各カメラの特性的に優
位な場面を自動的に選択して追跡しているといえる。
【００５８】
　具体的には、本実施形態では、画角を略同じにした複数の異種または同種のカメラ（例
えば、遠赤外線カメラと可視光カメラ）の映像を用いて、同時並行的に対象物を追跡しつ
つ、高信頼度側の追跡情報を低信頼度側に共有して、追跡情報を補正する。例えば、異種
センサを含むカメラを組み合わせた場合、一の種類のカメラの苦手な場面を、他の種類の
カメラによって補完しながら追跡することが可能になる。
【００５９】
　また、本実施形態では、既成の単カメラを組み合わせて各カメラの画角を略同一に合わ
せればよいため、特許文献４に記載されているような、特殊なレンズ機構を必要としない
。また、カメラ間の位置関係（カメラの位置・向き・倍率などの関係）を変化させなけれ
ば、追跡途中にカメラを動かしたとしても対象物を追跡できる。そのため、本実施形態の
追跡システムを移動カメラシステムに適用することも可能である。
【００６０】
　次に、本実施形態の変形例を説明する。図１に示す例では、追跡システムが処理部３０
を備え、処理部３０が第１のカメラ１０から入力される映像（第１の映像）と第２のカメ
ラから入力される映像（第２の映像）の両方に対して追跡処理および信頼度算出処理を行
っていた。
【００６１】
　本変形例では、各カメラで撮影した映像に対する処理が別々の手段で実現される場合の
構成を説明する。図５は、本発明による追跡システムの変形例を示すブロック図である。
図５に例示する追跡システムは、第１のカメラ１０と、第２のカメラ２０と、追跡部３１
と、追跡部３２と、信頼度算出部３３と、信頼度算出部３４と、制御部３５と、出力部４
０と、記憶部５０とを備えている。
【００６２】
　第１のカメラ１０、第２のカメラ２０、出力部４０および記憶部５０の内容は、上記実
施形態と同様であるため、詳細な説明は省略する。また、追跡部３１、追跡部３２、信頼
度算出部３３、信頼度算出部３４および制御部３５で行われる内容は、上記実施形態の処
理部３０で行われる内容と同様である。
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【００６３】
　具体的には、追跡部３１および信頼度算出部３３は、第１のカメラ１０で撮影された映
像（第１の映像）に対する処理を行う。また、追跡部３２および信頼度算出部３４は、第
２のカメラ２０で撮影された映像（第２の映像）に対する処理を行う。なお、追跡部３１
が行う処理と追跡部３２とが行う処理、および、信頼度算出部３３が行う処理と信頼度算
出部３４とが行う処理は、対象とする映像または画像が異なる以外は、それぞれ同一であ
る。
【００６４】
　追跡部３１は、第１の映像上で対象物を追跡する（第１の追跡処理）。また、追跡部３
２は、第２の映像上で対象物を追跡する（第２の追跡処理）。なお、対象物の追跡方法は
、上述する処理部３０が行う方法と同様である。
【００６５】
　信頼度算出部３３は、第１の追跡処理で得られた対象物の信頼度（第１の信頼度）を算
出する。また、信頼度算出部３４は、第２の追跡処理で得られた対象物の信頼度（第２の
信頼度）を算出する。なお、信頼度の算出方法は、上述する処理部３０が行う方法と同様
である。
【００６６】
　制御部３５は、第１の信頼度と第２の信頼度とを比較して、信頼度がより高い追跡処理
を特定し、特定された一方の追跡処理結果に基づいて、他方の追跡処理を制御する。具体
的には、制御部３５は、信頼度が高いと判定された一方の追跡処理における対象物の位置
及び大きさを、他方の追跡処理における対象物の探索範囲の設定に反映する。なお、探索
範囲の設定の反映方法は、上述する処理部３０が行う方法と同様である。
【００６７】
　追跡部３１と、追跡部３２と、信頼度算出部３３と、信頼度算出部３４と、制御部３５
とは、プログラム（通信情報参照プログラム）に従って動作するコンピュータのＣＰＵに
よって実現される。また、また、追跡部３１と、追跡部３２と、信頼度算出部３３と、信
頼度算出部３４と、制御部３５とは、それぞれが専用のハードウェアで実現されていても
よい。
【００６８】
　また、例えば、第１のカメラ１０と、追跡部３１と、信頼度算出部３３とが一体の追跡
装置として構成され、第２のカメラ２０と、追跡部３２と、信頼度算出部３４とが一体の
追跡装置として構成されていてもよい。そして、各追跡装置は、制御部３５からの指示に
応じて、各処理を実施してもよい。
【００６９】
　このような構成によっても、複数のカメラで同一の対象物を追跡する際の追跡精度を向
上させることできる。
【００７０】
　次に、本発明の概要を説明する。図６は、本発明による追跡システムの概要を示すブロ
ック図である。本発明による追跡システムは、同一の対象物（例えば、追跡対象）を複数
のカメラで追跡する追跡システムであって、第１の映像を撮像する第１のカメラ１００（
例えば、第１のカメラ１０）と、第１のカメラ１００と略同一の画角で撮影される第２の
映像を撮像する第２のカメラ２００（例えば、第２のカメラ２０）と、処理部８０（例え
ば、処理部３０）とを備えている。
【００７１】
　処理部８０は、第１の映像上で対象物を追跡する第１の追跡処理と、第２の映像上で対
象物を追跡する第２の追跡処理と、第１の追跡処理で得られた対象物の信頼度である第１
の信頼度と、第２の追跡処理で得られた対象物の信頼度である第２の信頼度とを算出する
信頼度算出処理と、第１の信頼度と第２の信頼度とを比較して、信頼度がより高い追跡処
理を特定し、特定された一方の追跡処理結果に基づいて、他方の追跡処理を制御する制御
処理とを実行する。
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【００７２】
　そのような構成により、複数のカメラで同一の対象物を追跡する際の追跡精度を向上さ
せることできる。
【００７３】
　ここで、第１のカメラ１００と第２のカメラ２００とは、異種のセンサを備えたカメラ
で実現されてもよい。各カメラが異種のセンサを備えたカメラで実現された場合、各カメ
ラで撮影される映像の内容は大きく異なる。しかし、本発明では、撮影された各映像の信
頼度を算出し、より高い信頼度が算出された映像の追跡処理結果（例えば、探索範囲）に
基づいて、他の映像の追跡処理を制御する。そのため、一の種類のカメラの苦手な場面を
、他の種類のカメラによって補完しながら追跡することが可能になる。
【００７４】
　具体的には、第１のカメラ１００は可視光カメラであってもよく、第２のカメラ２００
は遠赤外線カメラであってもよい。この場合、特に相補的に対象を追跡が可能であり、各
カメラの特性をより生かした追跡が可能になる。
【００７５】
　また、第１のカメラ１００は、第２のカメラ２００よりも低フレームレートで高解像の
映像を撮像し、第２のカメラ２００は、第１のカメラ１００よりも高フレームレートで低
解像の映像を撮像してもよい。
【００７６】
　また、処理部８０は、信頼度が高いと判定された一方の追跡処理における対象物の位置
及び大きさを、他方の追跡処理における対象物の探索範囲の設定に反映してもよい。すな
わち、高信頼度の対象物の追跡結果から他の追跡処理の探索範囲が決定されるため、画角
が完全に一致しない複数のカメラを用いた場合でも、探索範囲を補正しながら追跡できる
。そのため、同一の対象物を精度よく追跡することが可能になる。すなわち、本発明では
、複数のカメラを利用した際に生ずる画像上の見えのずれに対し、一方の追跡処理結果を
反映することにより、他の画像の探索範囲を吸収可能に設定していると言える。
【００７７】
　また、追跡システムは、深度範囲と探索範囲を対応付けて記憶する記憶部（例えば、記
憶部５０）を備えていてもよい。そして、処理部８０は、記憶部を参照し、追跡時に観測
された差異に基づいて算出される対象物の深度範囲から探索範囲を特定してもよい。
【００７８】
　さらに、第１のカメラ１００と第２のカメラ２００とは、同一の移動体に取り付けられ
て同一の対象物を追跡してもよい。本発明では、両カメラが略同一の画角で撮影可能に設
置されていれば、厳密な画角の一致は必要ないため、両カメラが同一の移動体に取り付け
て行われる追跡処理の精度も向上できる。
【００７９】
　また、処理部８０は、信頼度の算出に用いられる対象物のテンプレート情報を一定のフ
レーム間隔で更新し、更新したテンプレート情報を用いて各フレームの信頼度を算出して
もよい。
【００８０】
　図７は、本発明による追跡システムの他の概要を示すブロック図である。図７に例示す
る追跡システムは、同一の対象物を複数のカメラで追跡する追跡システムであって、第１
の映像を撮像する第１のカメラ１００と、第１のカメラ１００と略同一の画角で撮影され
る第２の映像を撮像する第２のカメラ２００と、第１の映像上で対象物を追跡する第１の
追跡部８１（例えば、追跡部３１、処理部３０）と、第２の映像上で対象物を追跡する第
２の追跡部８２（例えば、追跡部３２、処理部３０）と、第１の追跡部８１により得られ
た対象物の信頼度である第１の信頼度を算出する第１の信頼度算出部８３（例えば、信頼
度算出部３３、処理部３０）と、第２の追跡部８２により得られた対象物の信頼度である
第２の信頼度を算出する第２の信頼度算出部８４（例えば、信頼度算出部３４、処理部３
０）と、第１の信頼度と第２の信頼度とを比較して、信頼度がより高い追跡処理を特定し
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、特定された一方の追跡処理結果に基づいて、他方の追跡処理を制御する制御部８５（例
えば、制御部３５、処理部３０）とを備えている。
【００８１】
　そのような構成によっても、複数のカメラで同一の対象物を追跡する際の追跡精度を向
上させることできる。
【符号の説明】
【００８２】
　１０　第１のカメラ
　２０　第２のカメラ
　３０　処理部
　３１，３２　追跡部
　３３，３４　信頼度算出部
　３５　制御部
　４０　出力部
　５０　記憶部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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